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当組合の施行地区を確定する為、地区界に隣接する地権者様及び地区外土地所有者様立会のもと、
地区界測量を実施しました。
対象者皆様に立会の御協力をいただき、無事に実施することができました。お忙しい中有難うござい
ました。

令和４年度事業費収入支出予算

地区界測量立会について

（単位：千円）

■立会実施日：令和４年１月２５日～２７日
及び４月１２日

第２回総会開催のご報告

総会の開催にあたり、新型コロナウイスル感染
防止の為、組合員皆様の健康と安全を第一に考え、

「書面議決書の提出による出席」を推奨させてい
ただきました。

ご理解、ご協力いただき有難うございます。
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提出された議案について、
原案どおり議決されました

開催日時 令和４年３月２９日（火）
午後７時より

開催場所 大矢田公民館

出席者数 組合員総数 ９１名
出席者 ７９名

［うち書面議決書による者 ６６名］

議 案 令和４年度事業費収入支出
予算について

地区界測量立会の状況

ご 挨 拶

深緑の候、組合員の皆様におかれましては、当組合の事業推進に格別のご理解、ご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

当組合が設立され１年が経過しました。組合員の皆様におかれましては、総会、地区界測量の

立会にご 協力いただき有難うございます。

今年度は仮換地指定に向け、詳細設計等を中心に進めて参ります。

今後も事業を円滑に進められるよう、役員一丸となって精一杯取り組んで参りますので、宜しく

お願いいたします。



03 令和４年度の事業予定について

本年度は、新しく計画予定の道路の路線測量及び詳細設計を進めます。併せて、組合員の皆様を
対象とした、仮換地意向調査の実施を予定しています。

☝令和４年度

1 路線測量業務 道路、水路建設のための調査、計画、実施計画等に用いられる図面（横断図など）
を作成するための測量を実施します。

2 街区確定計算業務 道路の中心点及び街区点の座標値により街区点の座標を求め、街区及び公共施設用
地の面積を求めます。

3 詳細設計業務 路線測量の成果に基づき、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工
事発注に必要な図面・数量・報告書を作成します。

4 換地設計準備業務 現在の土地所有者の再調査及び従前の土地の面積の決定、地権者皆様を対象とした
仮換地意向調査を実施し、換地設計に向けての準備作業を行います。

仮換地意向調査について

仮換地指定に向け、将来の土地利用等の意向を確認する為、調査実施にご理解、ご協力をお願いい
たします。

詳細につきましては、案内文書を同封しておりますので、ご確認いただきますようお願いします。

■実施日

令和４年７月５日(火)～７月２３日(土)

■実施会場

大矢田公民館、藍見公民館

実施概要

地権者様それぞれ約20分程度で聞取りを行う予定です。ご案内をした日時でご都合が悪い方は、日程の調整をさせていただき
ますので、事務局(☎058-274-0080)までご連絡ください。

■聞取りさせていただく内容

・ご本人様確認 ・将来の土地利用

・現住所の確認 ・保留地の購入希望の有無

・現在の土地利用状況 ・その他

04 建設発生土受入の要望書の提出について

当組合の事業実施に向け発生土が必要な為、理事会にて協議の結果、美濃土木事務所様に建設発生
土の受入要望書を提出しました。

受入時期や、受入土量は現時点では確定しておりません。詳細な事項が決定しましたら、組合だよ
り等でお知らせさせていただきます。



(公社)岐阜県都市整備協会のホームページから、理事会･総会等の会議開催報告、各種届出書、組合だよ
りをダウンロードいただくことが可能です。ぜひご活用ください。

■ダウンロードできる様式について

・権利変動届書 ・７６条許可申請書

・住所・氏名変更届出書

・組合だより ・相続人代表者届出書

・売買届出書

ホームページについて

土地所有権を移転（売買、相続、贈与等）され

た場合、権利を設定解除（抵当権、地役権、小作

権等）された場合は組合事務局に届け出てくださ

い。 （定款第６１条）

建築行為等の届出について土地の権利変動の届出について

組合員の皆様へご案内
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ご不明な点等ございましたら、事務局までご連絡ください
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組合トップページQRコード

当地区内において、次の行為を行う場合は、許可

申請が必要となります。組合事務局まで ご連絡・

ご相談ください。

建築物及び工作物の新築・増築・改築・土地の

形質の変更、移動の容易でない物件の設置、たい

積を行う場合。(土地区画整理法７６条第１項)

Information
〒５００-８３８５

岐阜市薮田南５丁目１４番１２号 公益社団法人 岐阜県都市整備協会内
美濃市大矢田・極楽寺土地区画整理組合事務局
TEL ０５８－２７４－００８０ FAX  ０５８－２７４-２７７２
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大矢田・極楽寺トップページのメニュバー(赤枠)
より会議の開催報告、各種届出書等をダウンロード
いただけます。

当組合は、(公社)岐阜県都市整備協会と業務協定書を締結し、組合の事務代行業務を委託しています。

区画整理事業に係る事務手続き等ご不明な点がございましたら、事務局までご連絡いただきますよう

お願いいたします。

区画整理事業のしくみが知

りたいけど、どこに聞け

ばいいのか…

先日、相続の関係で

所有権が変わったけど、

どこに連絡すれば

いいのか…

区画整理事業地内で家

を建てる計画があるん

だけど、申請が必要っ

て聞いたけど…


